
教 育 委 員 会 会 議 

日時 平成２９年７月２７日（木）

午後２時００分                 

場所  教育委員会室 

＜ 次  第 ＞ 

１ 開  会 

２ 議  事 

３ 閉  会 

議案第９２号 平成２９年度教育委員会の点検・評価報告書について 

議案第９３号 教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則について 

議案第９４号 さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会委員の委嘱及び任命について 

[非公開案件] 

議案第９５号 さいたま市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱及び任命について 

[非公開案件] 

議案第９６号 平成３０年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用図書の採択について 



議案第９２号 

平成２９年度教育委員会の点検・評価報告書について 

平成２９年度教育委員会の点検・評価報告書について、別紙のとおりとする。 

平成２９年７月２７日提出 

さいたま市教育委員会 

教育長 細田 眞由美 



提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条により、教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する

報告書を作成し、議会に提出するものです。 



議案第９３号

   教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則について

 教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則を、別紙のとおり制定する。

平成２９年７月２７日提出

さいたま市教育委員会

教育長 細田 眞由美



別紙 

  教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 

教職員の失業者の退職手当支給規則（平成２９年さいたま市教育委員会規則第３１

号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市教職員退職手当条

例（平成２９年さいたま市条例第２２号。以下「

条例」という。）第２４条においてその例による

こととされるさいたま市職員退職手当条例（平成

１３年さいたま市条例第４６号。以下「職員退職

手当条例」という。）第１６条の規定による教職

員に係る失業者の退職手当の支給に関し必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、さいたま市教職員退職手当条

例（平成２９年さいたま市条例第２２号。以下「

条例」という。）第２４条において読み替えて準

用するさいたま市職員退職手当条例（平成１３年

さいたま市条例第４６号。以下「職員退職手当条

例」という。）第１６条の規定による教職員に係

る失業者の退職手当の支給に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（基本手当の日額） （基本手当の日額） 

第２条 条例第２４条においてその例によることと

される職員退職手当条例第１６条第１項に規定す

る基本手当の日額は、次条の規定により算定した

賃金日額を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）第１７条に規定する賃金日額とみなして同法

第１６条の規定を適用して計算した金額とする。

第２条 条例第２４条において読み替えて準用する

職員退職手当条例第１６条第１項に規定する基本

手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日

額を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第

１７条に規定する賃金日額とみなして同法第１６

条の規定を適用して計算した金額とする。 

（退職票の交付） （退職票の交付） 

第４条 退職し、条例第２４条においてその例によ

ることとされる職員退職手当条例第１６条第１項

又は第３項の規定による退職手当（以下「基本手

当に相当する退職手当」という。）の支給を受け

ようとする者は、退職後速やかにさいたま市教職

員退職票交付申請書（様式第１号）により市教育

委員会（以下「委員会」という。）にさいたま市

教職員退職票（様式第２号。以下「退職票」とい

う。）の交付を申請しなければならない。 

第４条 退職し、条例第２４条において読み替えて

準用する職員退職手当条例第１６条第１項又は第

３項の規定による退職手当（以下「基本手当に相

当する退職手当」という。）の支給を受けようと

する者は、退職後速やかにさいたま市教職員退職

票交付申請書（様式第１号）により市教育委員会

（以下「委員会」という。）にさいたま市教職員

退職票（様式第２号。以下「退職票」という。）

の交付を申請しなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

（条例第２４条においてその例によることとされ （第２４条において読み替えて準用する職員退職



る職員退職手当条例第１６条第１項に規定する委

員会が定める者） 

手当条例第１６条第１項に規定する委員会が定め

る者） 

第７条 条例第２４条においてその例によることと

される職員退職手当条例第１６条第１項に規定す

る委員会が定める者は、次のとおりとする。 

第７条 条例第２４条において読み替えて準用する

職員退職手当条例第１６条第１項に規定する委員

会が定める者は、次のとおりとする。 

～  ［略］  ～  ［略］ 

（条例第２４条においてその例によることとされ

る職員退職手当条例第１６条第１項に規定する委

員会が定める理由） 

（条例第２４条において読み替えて準用する職員

退職手当条例第１６条第１項に規定する委員会が

定める理由） 

第８条 条例第２４条においてその例によることと

される職員退職手当条例第１６条第１項に規定す

る委員会が定める理由は、次のとおりとする。 

第８条 条例第２４条において読み替えて準用する

職員退職手当条例第１６条第１項に規定する委員

会が定める理由は、次のとおりとする。 

 疾病又は負傷（条例第２４条においてその例

によることとされる職員退職手当条例第１６条

第１１項第３号の規定により傷病手当に相当す

る退職手当の支給を受ける場合における当該給

付に係る疾病又は負傷を除く。） 

 疾病又は負傷（条例第２４条において読み替

えて準用する職員退職手当条例第１６条第１１

項第３号の規定により傷病手当に相当する退職

手当の支給を受ける場合における当該給付に係

る疾病又は負傷を除く。） 

 ［略］   ［略］ 

（受給期間延長の申出） （受給期間延長の申出） 

第９条 条例第２４条においてその例によることと

される職員退職手当条例第１６条第１項の規定に

よる申出は、受給期間延長申請書（様式第６号）

に受給資格証（受給資格者が受給資格証の交付を

受けていない場合にあっては、退職票。第４項及

び第５項において同じ。）を添えて委員会に提出

することによって行うものとする。 

第９条 条例第２４条において読み替えて準用する

職員退職手当条例第１６条第１項の規定による申

出は、受給期間延長申請書（様式第６号）に受給

資格証（受給資格者が受給資格証の交付を受けて

いない場合にあっては、退職票。第４項及び第５

項において同じ。）を添えて委員会に提出するこ

とによって行うものとする。 

２ 前項に規定する申出は、条例第２４条において

その例によることとされる職員退職手当条例第１

６条第１項に規定する理由に該当するに至った日

の翌日から起算して１月以内にしなければならな

い。ただし、天災その他申出をしなかったことに

ついてやむを得ない理由があるときは、この限り

でない。 

２ 前項に規定する申出は、条例第２４条において

読み替えて準用する職員退職手当条例第１６条第

１項に規定する理由に該当するに至った日の翌日

から起算して１月以内にしなければならない。た

だし、天災その他申出をしなかったことについて

やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 委員会は、第１項に規定する申出をした者が条

例第２４条においてその例によることとされる職

員退職手当条例第１６条第１項に規定する理由に

該当すると認めたときは、その者に受給期間延長

通知書（様式第７号）を交付するとともに、受給

資格証に必要な事項を記載し、返付しなければな

らない。 

４ 委員会は、第１項に規定する申出をした者が条

例第２４条において読み替えて準用する職員退職

手当条例第１６条第１項に規定する理由に該当す

ると認めたときは、その者に受給期間延長通知書

（様式第７号）を交付するとともに、受給資格証

に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

５ 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を

受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合

には、速やかにその旨を委員会に届け出るととも

に、当該各号に掲げる書類を提出しなければなら

ない。この場合において、委員会は、提出を受け

た書類に必要な事項を記載し、返付しなければな

５ 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を

受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合

には、速やかにその旨を委員会に届け出るととも

に、当該各号に掲げる書類を提出しなければなら

ない。この場合において、委員会は、提出を受け

た書類に必要な事項を記載し、返付しなければな



らない。 らない。 

 ［略］   ［略］ 

 条例第２４条においてその例によることとさ

れる職員退職手当条例第１６条第１項に規定す

る理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び

受給資格証 

 条例第２４条において読み替えて準用する職

員退職手当条例第１６条第１項に規定する理由

がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資

格証 

６ ［略］ ６ ［略］ 

（基本手当に相当する退職手当の支給調整） （基本手当に相当する退職手当の支給調整） 

第１０条 基本手当に相当する退職手当で条例第２

４条においてその例によることとされる職員退職

手当条例第１６条第１項の規定によるものは、当

該受給資格者が第５条の規定による求職の申込み

をした日から起算して、雇用保険法第３３条に規

定する期間及び待期日数（条例第２４条において

その例によることとされる職員退職手当条例第１ 

６条第１項に規定する待期日数をいう。以下同じ。

）に等しい失業の日数を経過した後に支給する。 

第１０条 基本手当に相当する退職手当で条例第２

４条において読み替えて準用する職員退職手当条

例第１６条第１項の規定によるものは、当該受給

資格者が第５条の規定による求職の申込みをした

日から起算して、雇用保険法第３３条に規定する

期間及び待期日数（条例第２４条において読み替

えて準用する職員退職手当条例第１６条第１項に

規定する待期日数をいう。以下同じ。）に等しい

失業の日数を経過した後に支給する。 

２ 受給資格者が待機日数の期間内に職業に就き、

次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を

取得しないうちに再び離職した場合においては、

その離職の日の翌日から起算して待機日数の残日

数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に

相当する退職手当を支給する。 

２ 受給資格者が待機日数の期間内に職業に就き、

次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を

取得しないうちに再び離職した場合においては、

その離職の日の翌日から起算して待機日数の残日

数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に

相当する退職手当を支給する。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 条例第２４条においてその例によることとさ

れる職員退職手当条例第１６条第５項又は第６

項の規定による退職手当（以下「高年齢求職者

給付金に相当する退職手当」という。） 

 条例第２４条において読み替えて準用する職

員退職手当条例第１６条第５項又は第６項の規

定による退職手当（以下「高年齢求職者給付金

に相当する退職手当」という。） 

 条例第２４条においてその例によることとさ

れる職員退職手当条例第１６条第７項又は第８

項の規定による退職手当（以下「特例一時金に

相当する退職手当」という。） 

 条例第２４条において読み替えて準用する職

員退職手当条例第１６条第７項又は第８項の規

定による退職手当（以下「特例一時金に相当す

る退職手当」という。） 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受け

る資格を有する者が同法第２０条第１項又は第２

項に規定する期間内に基本手当に相当する退職手

当の支給を受ける資格を有する者となった場合に

おいては、当該基本手当の支給を受けることがで

きる日数（条例第２４条においてその例によるこ

ととされる職員退職手当条例第１６条第１項の規

定による退職手当に係る場合にあっては、その日

数に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数

が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支

給する。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受け

る資格を有する者が同法第２０条第１項又は第２

項に規定する期間内に基本手当に相当する退職手

当の支給を受ける資格を有する者となった場合に

おいては、当該基本手当の支給を受けることがで

きる日数（条例第２４条において読み替えて準用

する職員退職手当条例第１６条第１項の規定によ

る退職手当に係る場合にあっては、その日数に待

期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過 

した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

４ 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の

支給を受けることができる日数（条例第２４条に

おいてその例によることとされる職員退職手当条

例第１６条第１項の規定による退職手当に係る受

給資格者にあっては、その日数に待期日数を加え

４ 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の

支給を受けることができる日数（条例第２４条に

おいて読み替えて準用する職員退職手当条例第１

６条第１項の規定による退職手当に係る受給資格

者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数



た日数）の経過しないうちに職業に就き、雇用保

険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を

取得した場合においては、当該基本手当の支給を

受けることができる日数（条例第２４条において

その例によることとされる職員退職手当条例第１

６条第１項の規定による退職手当に係る受給資格

者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加

えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基

本手当に相当する退職手当を支給する。 

）の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の

規定による基本手当の支給を受ける資格を取得し

た場合においては、当該基本手当の支給を受ける

ことができる日数（条例第２４条において読み替

えて準用する職員退職手当条例第１６条第１項の

規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、

その日数に待期日数の残日数を加えた日数）に等

しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当す

る退職手当を支給する。 

（基本手当に相当する退職手当の支給手続） （基本手当に相当する退職手当の支給手続） 

第１２条 条例第２４条においてその例によること

とされる職員退職手当条例第１６条第１項の規定

による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の

経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職

業の紹介を求め、失業認定申告書（様式第８号）

に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間

における失業の認定を受けるものとする。 

第１２条 条例第２４条において読み替えて準用す

る職員退職手当条例第１６条第１項の規定による

退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後

速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹

介を求め、失業認定申告書（様式第８号）に受給

資格証を添えて提出した上、待期日数の間におけ

る失業の認定を受けるものとする。 

２ 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支

給を受けようとするときは、条例第２４条におい

てその例によることとされる職員退職手当条例第

１６条第１項の規定による退職手当に係る場合に

あっては前項に規定する失業の認定を受けた後、

同条第３項の規定による退職手当に係る場合にあ

っては第５条に規定する求職の申込みをした後に

管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を

受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭し

て職業の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格

証を添えて提出した上、失業の認定を受けなけれ

ばならない。 

２ 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支

給を受けようとするときは、条例第２４条におい

て読み替えて準用する職員退職手当条例第１６条

第１項の規定による退職手当に係る場合にあって

は前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第

３項の規定による退職手当に係る場合にあっては

第５条に規定する求職の申込みをした後に管轄公

共職業安定所の長が指定する失業の認定を受ける

べき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業

の紹介を求め、失業認定申告書に受給資格証を添

えて提出した上、失業の認定を受けなければなら

ない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続

） 

（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続

） 

第１４条 受給資格者は、条例第２４条においてそ

の例によることとされる職員退職手当条例第１６

条第１０項第１号、同条第１１項第１号及び第２

号の規定による退職手当の支給を受けようとする

ときは、公共職業訓練等受講証明書（様式第１２

号）に受給資格証を添えて委員会に提出しなけれ

ばならない。 

第１４条 受給資格者は、条例第２４条において読

み替えて準用する職員退職手当条例第１６条第１

０項第１号、同条第１１項第１号及び第２号の規

定による退職手当の支給を受けようとするときは、

公共職業訓練等受講証明書（様式第１２号）に受

給資格証を添えて委員会に提出しなければならな

い。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（条例第２４条においてその例によることとされ

る職員退職手当条例第１６条第１０項第２号に規

定する規則で定める者） 

第１４条の２ 条例第２４条においてその例による

こととされる職員退職手当条例第１６条第１０項

第２号アに規定する規則で定める者のうち次の各



号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。 

 雇用保険法第２４条の２第１項第１号に掲げ

る者に相当する者 退職した教職員（条例第２

条第１項に規定する教職員（同条第２項の規定 

により教職員とみなされる者を含む。）をいう。

以下この項において同じ。）であって、同法第

２４条の２第１項第１号に掲げる者に該当する

もの 

 雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げ

る者に相当する者 退職した教職員であって、

その者を同法第４条第１項に規定する被保険者

と、その者が退職した際勤務していた当該地方

公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する

適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に該当するもの 

 雇用保険法第２４条の２第１項第３号に掲げ

る者に相当する者 退職した教職員であって、

その者を同法第４条第１項に規定する被保険者

と、その者が退職した際勤務していた当該地方

公共団体の事務を同法第５条第１項に規定する

適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第

１項第３号に掲げる者に該当するもの 

２ 条例第２４条においてその例によることとされ

る職員退職手当条例第１６条第１０項第２号イに

規定する規則で定める者は、前項第２号に定める

者とする。 

（傷病手当に相当する退職手当の支給手続） （傷病手当に相当する退職手当の支給手続） 

第１５条 受給資格者は、条例第２４条においてそ

の例によることとされる職員退職手当条例第１６

条第１１項第３号の規定による退職手当の支給を

受けようとするときは、傷病手当に相当する退職

手当支給申請書（様式第１３号）に受給資格証を

添えて委員会に提出しなければならない。 

第１５条 受給資格者は、条例第２４条において読

み替えて準用する職員退職手当条例第１６条第１

１項第３号の規定による退職手当の支給を受けよ

うとするときは、傷病手当に相当する退職手当支

給申請書（様式第１３号）に受給資格証を添えて

委員会に提出しなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

（退職票の提出） （退職票の提出） 

第１６条 退職票の交付を受けた者が、条例第２４

条においてその例によることとされる職員退職手

当条例第１６条第１項に規定する期間内に条例第

２条第１項に規定する教職員となった場合におい

ては、当該退職票を委員会に提出しなければなら

ない。 

第１６条 退職票の交付を受けた者が、条例第２４

条において読み替えて準用する職員退職手当条例

第１６条第１項に規定する期間内に条例第２条第

１項に規定する教職員となった場合においては、

当該退職票を委員会に提出しなければならない。

２ ［略］ ２ ［略］ 

（準用） （準用） 

第１９条 第４条、第５条前段、第６条、第１０条

第２項、第１２条第１項及び第３項並びに前３条

の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手

第１９条 第４条、第５条前段、第６条、第１０条

第２項、第１２条第１項及び第３項並びに前３条

の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手



当の支給について準用する。この場合において、

これらの規定（第１０条第２項各号を除く。）中

「条例第２４条においてその例によることとされ

る職員退職手当条例第１６条第１項又は第３項」

とあるのは「条例第２４条においてその例による

こととされる職員退職手当条例第１６条第５項又

は第６項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢

求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「

高年齢受給資格者」と、「失業者退職手当受給資

格証（様式第３号」とあるのは「失業者退職手当

高年齢受給資格証（様式第１４号」と、「受給資

格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条

例第２４条においてその例によることとされる職

員退職手当条例第１６条第１項の」とあるのは「

条例第２４条においてその例によることとされる

職員退職手当条例第１６条第５項の」と、「失業

認定申告書（様式第８号）」とあるのは「高年齢

受給資格者失業認定申告書（様式第１５号）」と、

「前項に規定する」とあるのは「第２０条第２項

に規定する」と、「失業認定申告書を」とあるの

は「高年齢受給資格者失業認定申告書を」と、「

条例第２４条においてその例によることとされる

職員退職手当条例第１６条第１項に規定する期間

内に」とあるのは「当該退職票に係る退職の日の

翌日から起算して１年を経過する日までに、高年

齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受け

ることなく」と読み替えるものとする。 

当の支給について準用する。この場合において、

これらの規定（第１０条第２項各号を除く。）中

「条例第２４条において読み替えて準用する職員

退職手当条例第１６条第１項又は第３項」とある

のは「条例第２４条において読み替えて準用する

職員退職手当条例第１６条第５項又は第６項」と、

「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」

と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格

者」と、「失業者退職手当受給資格証（様式第３

号」とあるのは「失業者退職手当高年齢受給資格

証（様式第１４号」と、「受給資格証」とあるの

は「高年齢受給資格証」と、「条例第２４条にお

いて読み替えて準用する職員退職手当条例第１６

条第１項の」とあるのは「条例第２４条において

読み替えて準用する職員退職手当条例第１６条第

５項の」と、「失業認定申告書（様式第８号）」

とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書（

様式第１５号）」と、「前項に規定する」とある

のは「第２０条第２項に規定する」と、「失業認

定申告書を」とあるのは「高年齢受給資格者失業

認定申告書を」と、「条例第２４条において読み

替えて準用する職員退職手当条例第１６条第１項

に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票に

係る退職の日の翌日から起算して１年を経過する

日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手

当の支給を受けることなく」と読み替えるものと

する。 

２ 第４条、第５条前段、第６条、第１０条第２項、

第１２条第１項及び第３項並びに前３条の規定は、

特例一時金に相当する退職手当の支給について準

用する。この場合において、これらの規定（第１

０条第２項各号を除く。）中「条例第２４条にお

いてその例によることとされる職員退職手当条例

第１６条第１項又は第３項」とあるのは「条例第

２４条においてその例によることとされる職員退

職手当条例第１６条第７項又は第８項」と、「基

本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資

格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業

者退職手当受給資格証（様式第３号」とあるのは

「失業者退職手当特例受給資格証（様式第１６号

」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格

証」と、「条例第２４条においてその例によるこ

ととされる職員退職手当条例第１６条第１項の」

とあるのは「条例第２４条においてその例による

こととされる職員退職手当条例第１６条第７項の

」と、「失業認定申告書（様式第８号）」とある

のは「特例受給資格者失業認定申告書（様式第１

７号）」と、「前項に規定する」とあるのは「第

２１条第２項に規定する」と、「失業認定申告書

を」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書

２ 第４条、第５条前段、第６条、第１０条第２項、

第１２条第１項及び第３項並びに前３条の規定は、

特例一時金に相当する退職手当の支給について準

用する。この場合において、これらの規定（第１

０条第２項各号を除く。）中「条例第２４条にお

いて読み替えて準用する職員退職手当条例第１６

条第１項又は第３項」とあるのは「条例第２４条

において読み替えて準用する職員退職手当条例第

１６条第７項又は第８項」と、「基本手当」とあ

るのは「特例一時金」と、「受給資格者」とある

のは「特例受給資格者」と、「失業者退職手当受

給資格証（様式第３号」とあるのは「失業者退職

手当特例受給資格証（様式第１６号」と、「受給

資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条

例第２４条において読み替えて準用する職員退職

手当条例第１６条第１項の」とあるのは「条例第

２４条において読み替えて準用する職員退職手当

条例第１６条第７項の」と、「失業認定申告書（

様式第８号）」とあるのは「特例受給資格者失業

認定申告書（様式第１７号）」と、「前項に規定

する」とあるのは「第２１条第２項に規定する」

と、「失業認定申告書を」とあるのは「特例受給

資格者失業認定申告書を」と、「条例第２４条に



を」と、「条例第２４条においてその例によるこ

ととされる職員退職手当条例第１６条第１項に規

定する期間内に」とあるのは「当該退職票に係る

退職の日の翌日から起算して６月を経過する日ま

でに特例一時金に相当する退職手当の支給を受け

ることなく」と読み替えるものとする。 

おいて読み替えて準用する職員退職手当条例第１

６条第１項に規定する期間内に」とあるのは「当

該退職票に係る退職の日の翌日から起算して６月

を経過する日までに特例一時金に相当する退職手

当の支給を受けることなく」と読み替えるものと

する。 

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給

手続等） 

（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給

手続等） 

第２０条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

で条例第２４条においてその例によることとされ

る職員退職手当条例第１６条第５項の規定による

ものは、当該高年齢受給資格者が前条第１項にお

いて準用する第５条の規定による求職の申込みを

した日から起算して、雇用保険法第３３条に規定

する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過

した後に支給する。 

第２０条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

で条例第２４条において読み替えて準用する職員

退職手当条例第１６条第５項の規定によるものは、

当該高年齢受給資格者が前条第１項において準用

する第５条の規定による求職の申込みをした日か

ら起算して、雇用保険法第３３条に規定する期間

及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に

支給する。 

２ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当

する退職手当の支給を受けようとするときは、条

例第２４条においてその例によることとされる職

員退職手当条例第１６条第５項の規定による退職

手当に係る場合にあっては前条第１項において準

用する第１２条第１項の規定による失業の認定を

受けた後に、条例第２４条においてその例による

こととされる職員退職手当条例第１６条第６項の

規定による退職手当に係る場合にあっては前条第

１項において準用する第５条の規定による求職の

申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定

する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安

定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資

格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて

提出した上、失業の認定を受けなければならない。

２ 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当

する退職手当の支給を受けようとするときは、条

例第２４条において読み替えて準用する職員退職

手当条例第１６条第５項の規定による退職手当に

係る場合にあっては前条第１項において準用する

第１２条第１項の規定による失業の認定を受けた

後に、条例第２４条において読み替えて準用する

職員退職手当条例第１６条第６項の規定による退

職手当に係る場合にあっては前条第１項において

準用する第５条の規定による求職の申込みをした

後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認

定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭し

て職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定

申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、

失業の認定を受けなければならない。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受け

る資格を有する者が、同法第２０条第１項又は第

２項に規定する期間内に高年齢受給資格者となっ

た場合においては、当該基本手当の支給を受ける

ことができる日数（条例第２４条においてその例

によることとされる職員退職手当条例第１６条第

５項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格

者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数

）に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職

者給付金に相当する退職手当を支給する。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受け

る資格を有する者が、同法第２０条第１項又は第

２項に規定する期間内に高年齢受給資格者となっ

た場合においては、当該基本手当の支給を受ける

ことができる日数（条例第２４条において読み替

えて準用する職員退職手当条例第１６条第５項の

規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあ

っては、その日数に待期日数を加えた日数）に等

しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付

金に相当する退職手当を支給する。 

（特例一時金に相当する退職手当の支給手続等） （特例一時金に相当する退職手当の支給手続等）

第２１条 特例一時金に相当する退職手当で条例第

２４条においてその例によることとされる職員退

職手当条例第１６条第７項の規定によるものは、

当該特例受給資格者が第１９条第２項において準

用する第５条の規定による求職の申込みをした日

から起算して、雇用保険法第３３条に規定する期

第２１条 特例一時金に相当する退職手当で条例第

２４条において読み替えて準用する職員退職手当

条例第１６条第７項の規定によるものは、当該特

例受給資格者が第１９条第２項において準用する

第５条の規定による求職の申込みをした日から起

算して、雇用保険法第３３条に規定する期間及び



間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後

に支給する。 

待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給

する。 

２ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手

当の支給を受けようとするときは、条例第２４条

においてその例によることとされる職員退職手当

条例第１６条第７項の規定による退職手当に係る

場合にあっては第１９条第２項において準用する

第１２条第１項の規定による失業の認定を受けた

後に、条例第２４条においてその例によることと

される職員退職手当条例第１６条第８項の規定に

よる退職手当に係る場合にあっては第１９条第２

項において準用する第５条の規定による求職の申

込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定す

る失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定

所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者

失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出し

た上、失業の認定を受けなければならない。 

２ 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手

当の支給を受けようとするときは、条例第２４条

において読み替えて準用する職員退職手当条例第

１６条第７項の規定による退職手当に係る場合に

あっては第１９条第２項において準用する第１２

条第１項の規定による失業の認定を受けた後に、

条例第２４条において読み替えて準用する職員退

職手当条例第１６条第８項の規定による退職手当

に係る場合にあっては第１９条第２項において準

用する第５条の規定による求職の申込みをした後

に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定

を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して

職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告

書に特例受給資格証を添えて提出した上、失業の

認定を受けなければならない。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受け

る資格を有する者が、同法第２０条第１項又は第

２項に規定する期間内に特例受給資格者となった

場合においては、当該基本手当の支給を受けるこ

とができる日数（条例第２４条においてその例に

よることとされる職員退職手当条例第１６条第７

項の規定による退職手当に係る特例受給資格者に

あっては、その日数に待期日数を加えた日数）に

等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相

当する退職手当を支給する。 

３ 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受け

る資格を有する者が、同法第２０条第１項又は第

２項に規定する期間内に特例受給資格者となった

場合においては、当該基本手当の支給を受けるこ

とができる日数（条例第２４条において読み替え

て準用する職員退職手当条例第１６条第７項の規

定による退職手当に係る特例受給資格者にあって

は、その日数に待期日数を加えた日数）に等しい

失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する

退職手当を支給する。 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続

） 

（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続

） 

第２２条 受給資格者又は条例第２４条においてそ

の例によることとされる職員退職手当条例第１６

条第１５項に規定する者は、同条第１１項第４号

から第６号までの規定による退職手当の支給を受

けようとするときは、同項第４号の規定による退

職手当のうち雇用保険法第５６条の３第１項第１

号イに該当する者に係る就業促進手当（以下「就

業手当」という。）に相当する退職手当にあって

は就業手当に相当する退職手当支給申請書（様式

第１８号）に、同号ロに該当する者に係る就業促

進手当（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省

令第３号）第８３条の４に規定する就業促進定着

手当（以下「就業促進定着手当」という。）を除

く。以下「再就職手当」という。）に相当する退

職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当

支給申請書（様式第１９号）に、同号ロに該当す

る者に係る就業促進手当（就業促進定着手当に限

る。）に相当する退職手当にあっては就業促進定

着手当に相当する退職手当支給申請書（様式第２

０号）に、同項第２号に該当する者に係る就業促

第２２条 受給資格者又は条例第２４条において読

み替えて準用する職員退職手当条例第１６条第１

５項に規定する者は、同条第１１項第４号から第

６号までの規定による退職手当の支給を受けよう

とするときは、同項第４号の規定による退職手当

のうち雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに

該当する者に係る就業促進手当（以下「就業手当

」という。）に相当する退職手当にあっては就業

手当に相当する退職手当支給申請書（様式第１８

号）に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当

（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３

号）第８３条の４に規定する就業促進定着手当（

以下「就業促進定着手当」という。）を除く。以

下「再就職手当」という。）に相当する退職手当

にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申

請書（様式第１９号）に、同号ロに該当する者に

係る就業促進手当（就業促進定着手当に限る。）

に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当

に相当する退職手当支給申請書（様式第２０号）

に、同項第２号に該当する者に係る就業促進手当



進手当（以下「常用就職支度手当」という。）に

相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に 

相当する退職手当支給申請書（様式第２１号）に、

条例第２４条においてその例によることとされる

職員退職手当条例第１６条第１１項第５号の規定

による退職手当にあっては移転費に相当する退職

手当支給申請書（様式第２２号）に、同項第６号

の規定による退職手当のうち雇用保険法第５９条

第１項第１号に該当する行為をする者に係る求職

活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活

動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当

支給申請書（様式第２３号）に、同項第２号に該

当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当

する退職手当にあっては求職活動支援費（短期訓

練受講費）に相当する退職手当支給申請書（様式

第２４号）に、同項第３号に該当する行為をする

者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあ

っては求職活動支援費（求職活動関係役務利用費

）に相当する退職手当支給申請書（様式第２５号

）にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は

特例受給資格証を添えて委員会に提出しなければ

ならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格

証又は特例受給資格証を提出することができない

ことについて正当な理由があるときは、これを添

えないことができる。 

（以下「常用就職支度手当」という。）に相当す

る退職手当にあっては常用就職支度手当に相当す

る退職手当支給申請書（様式第２１号）に、条例

第２４条において読み替えて準用する職員退職手

当条例第１６条第１１項第５号の規定による退職

手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申

請書（様式第２２号）に、同項第６号の規定によ

る退職手当のうち雇用保険法第５９条第１項第１

号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費

に相当する退職手当にあっては求職活動支援費（

広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書

（様式第２３号）に、同項第２号に該当する行為

をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手

当にあっては求職活動支援費（短期訓練受講費）

に相当する退職手当支給申請書（様式第２４号）

に、同項第３号に該当する行為をする者に係る求

職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職

活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当す

る退職手当支給申請書（様式第２５号）にそれぞ

れ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資

格証を添えて委員会に提出しなければならない。

ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例

受給資格証を提出することができないことについ

て正当な理由があるときは、これを添えないこと

ができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

様式第３号（第６条関係） 様式第３号（第６条関係） 

（表） （表） 

失業者退職手当受給資格証 ［略］ 

［略］ 

失業者退職手当受給資格証 ［略］ 

［略］ 

（裏） （裏） 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 （注意事項） 

 １・２ ［略］ 

 ３ さいたま市教職員退職手当条例第２４条にお

いてその例によることとされるさいたま市職員

退職手当条例第１６条第１項の規定による退職

手当に係る受給資格者は、表面記載の「待期日

数の期間に係る失業認定日」に管轄公共職業安

定所へ出頭し、待期日数の間における失業の認

定を受けること。 

 ４～８ ［略］ 

 （注意事項） 

 １・２ ［略］ 

 ３ さいたま市教職員退職手当条例第２４条にお

いて読み替えて準用するさいたま市職員退職手

当条例第１６条第１項の規定による退職手当に

係る受給資格者は、表面記載の「待期日数の期

間に係る失業認定日」に管轄公共職業安定所へ

出頭し、待期日数の間における失業の認定を受

けること。 

 ４～８ ［略］ 

様式第７号（第９条関係） 様式第７号（第９条関係） 

受給期間延長通知書 受給期間延長通知書 



［略］ 

 さいたま市教職員退職手当条例第２４条に

おいてその例によることとされるさいたま市

職員退職手当条例第１６条第１項の規定によ

り上記のとおり受給期間を延長する。 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 さいたま市教職員退職手当条例第２４条に

おいて読み替えて準用するさいたま市職員退

職手当条例第１６条第１項の規定により上記

のとおり受給期間を延長する。 

 ［略］ 

 ［略］ 

様式第１４号（第１９条関係） 様式第１４号（第１９条関係） 

（表） （表） 

失業者退職手当高年齢受給資格証 ［略］ 

［略］ 

失業者退職手当高年齢受給資格証 ［略］ 

［略］ 

（裏） （裏） 

［略］  ［略］ 

 （注意事項） 

 １・２ ［略］ 

 ３ さいたま市教職員退職手当条例第２４条にお

いてその例によることとされるさいたま市職員

退職手当条例第１６条第５項の規定による退職

手当に係る受給資格者は、表面記載の「待期日

数の期間に係る失業認定日」に管轄公共職業安

定所へ出頭し、待期日数の間における失業の認

定を受けること。 

 ４・５ ［略］ 

 （注意事項） 

 １・２ ［略］ 

 ３ さいたま市教職員退職手当条例第２４条にお

いて読み替えて準用するさいたま市職員退職手

当条例第１６条第５項の規定による退職手当に

係る受給資格者は、表面記載の「待期日数の期

間に係る失業認定日」に管轄公共職業安定所へ

出頭し、待期日数の間における失業の認定を受

けること。 

 ４・５ ［略］ 

様式第１６号（第１９条関係） 様式第１６号（第１９条関係） 

（表） （表） 

失業者退職手当特例受給資格証 ［略］ 

［略］ 

失業者退職手当特例受給資格証 ［略］ 

［略］ 

（裏） （裏） 

 （注意事項） 

 １・２ ［略］ 

 ３ さいたま市教職員退職手当条例第２４条にお

いてその例によることとされるさいたま市職員

退職手当条例第１６条第７項の規定による退職

手当に係る受給資格者は、表面記載の「待期日

数の期間に係る失業認定日」に管轄公共職業安

定所へ出頭し、待期日数の間における失業の認

定を受けること。 

 ４・５ ［略］ 

 （注意事項） 

 １・２ ［略］ 

 ３ さいたま市教職員退職手当条例第２４条にお

いて読み替えて準用するさいたま市職員退職手

当条例第１６条第７項の規定による退職手当に

係る受給資格者は、表面記載の「待期日数の期

間に係る失業認定日」に管轄公共職業安定所へ

出頭し、待期日数の間における失業の認定を受

けること。 

 ４・５ ［略］ 

様式第１８号（第２２条関係） 様式第１８号（第２２条関係） 

（表） （表）

就業手当に相当する退職手当支給申請書 就業手当に相当する退職手当支給申請書 



 ［略］

申請に係る就業について、離職理由

による給付制限期間中の最初の１月

である場合に、安定所、地方公共団

体又は職業紹介事業者の紹介を受け

たか否か。

［略］

 ［略］

［略］

（裏） 

 （注意事項） 

 １ ［略］ 

 ２ この申請書には、就業したことを証明する給

  与明細書等の資料の写しを添付すること。 

 ３ ［略］ 

 ４ 「地方公共団体」とは、職業安定法の規定に

基づき職業紹介事業を行う地方公共団体のこと

をいい、「職業紹介事業者」とは、厚生労働大

臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出をし

て職業紹介事業を行う者のことをいう。 

 ５ ［略］ 

 ［略］

申請に係る就業について、離職理由

による給付制限期間中の最初の１月

である場合に、安定所又は職業紹介

事業者の紹介を受けたか否か。

［略］

 ［略］

［略］

（裏） 

 （注意事項） 

１ ［略］ 

 ２ この請求書には、就業したことを証明する給

  与明細書等の資料の写しを添付すること。 

 ３ ［略］ 

 ４ ［略］ 

様式第２２号（第２２条関係） 様式第２２号（第２２条関係） 

移転費に相当する退職手当支給申請書 移転費に相当する退職手当支給申請書

 ［略］

［略］ 乗車（

船）の

場所（

出発空

港）

下車（

船）の

場所（

到着空

港）

［略］

 ［略］ 

 ［略］

［略］ 乗車（

船）の

場所

下車（

船）の

場所

［略］

 ［略］ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の教職員の失業者

の退職手当支給規則の様式による書類は、この規則による改正後の教職員の失業者

の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。 



参考資料





提案理由

 さいたま市教職員退職手当条例の改正により、同条例第２４条にて、

その例によることとされるさいたま市職員退職手当条例第１６条第１０

項の規則で定める者を定めるため、教職員の失業者の退職手当支給規則

の文言及び様式の整備を図るものです。

なお、施行期日は公布の日です。



議案第９６号

平成３０年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用図書の採択について

平成３０年度使用さいたま市立各特別支援学校教科用図書の採択について、別紙のとおり採択する。

  平成２９年７月２７日提出

さいたま市教育委員会

教育長 細田 眞由美



提案理由

さいたま市立各特別支援学校において、平成３０年度に使用する教科用図

書につきまして、各校長から選定方針、一覧表及び選定理由書等が提出され

ました。

特別支援学校の教科書採択については、義務教育である小・中学校と異な

り、毎年度各学校ごとに採択をします。

また、採択の権限は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２

１条第６号により、さいたま市教育委員会が有するため、議案として提案す

るものです。

（参考）

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）

 第２１条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務

で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。

 ６ 教科書その他教材の取扱いに関すること。             


